
安城市事務分掌規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

令和８年３月３１日 

 

安城市長 三 星 元 人 

 

安城市規則第２６号 

 

安城市事務分掌規則の一部を改正する規則 

 

安城市事務分掌規則（平成４年安城市規則第２８号）の一部を次のように改正す

る。 

第１２条の表区画整理課の項中「の事務」を削り、同項中「三河安城駅南土地区

画整理組合の工事に係る支援及び指導」を「三河安城駅南土地区画整理事業に関連

する工事の設計及び施行」に改める。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 


